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�

（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
法
律
第
九
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
五
月
二
一
日
・
衆
議
院
経
済
産
業
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
茂
木
国
務
大
臣　

小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
案
並
び
に
商
工
会
及
び
商

工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由

及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

全
国
三
百
八
十
五
万
の
中
小
企
業
、
中
で
も
そ
の
九
割
を
占
め
る
小
規

模
事
業
者
は
、
地
域
の
経
済
や
雇
用
を
支
え
る
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ

り
、
経
済
の
好
循
環
を
全
国
津
々
浦
々
ま
で
届
け
て
い
く
た
め
に
は
、
そ

の
活
力
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
事
業
者
は
、
人
口
減
少
、
高
齢
化
、
海
外
と

の
競
争
の
激
化
、
地
域
経
済
の
低
迷
と
い
っ
た
構
造
変
化
に
直
面
を
し
て

お
り
、
売
り
上
げ
や
事
業
者
数
の
減
少
、
経
営
層
の
高
齢
化
等
の
課
題
を

抱
え
て
お
り
ま
す
。

昨
年
の
通
常
国
会
で
は
、
八
本
の
関
連
法
案
を
一
括
で
改
正
す
る
小
規

模
企
業
活
性
化
法
を
成
立
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
中
小
企
業
基
本

法
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
つ
つ
、
小
規
模
企
業
に
焦
点
を
当
て
、
小
規

模
企
業
活
性
化
法
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
る
観
点
か
ら
、
小
規
模
企
業
の
振

興
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
、
そ
し
て
関
係
者
が

一
丸
と
な
っ
て
戦
略
的
に
実
施
す
る
た
め
の
新
た
な
施
策
体
系
を
構
築
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
を
提
案
し
た
理
由
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
小
規
模
企
業
の
振
興
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
と
し
て
、
小
規

模
企
業
の
事
業
の
持
続
的
な
発
展
を
位
置
づ
け
ま
す
。
ま
た
、
個
人
事
業

者
を
初
め
と
す
る
従
業
員
が
五
人
以
下
の
事
業
者
を
小
企
業
者
と
し
、
そ

の
円
滑
か
つ
着
実
な
事
業
運
営
の
た
め
の
配
慮
を
定
め
て
お
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
毎
年
、
国
会
に
、
小
規
模
企
業
の
動
向
及
び
小
規
模
企
業
の

振
興
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
関
す
る
報
告
等
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

第
三
に
、
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的

な
推
進
を
図
る
た
め
、
小
規
模
企
業
振
興
基
本
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
し
て
国
が
実
施
す
べ
き
基
本
的
施

策
と
し
て
、
国
内
外
の
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
事
業
の
展
開
の
促
進
、
小
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規
模
企
業
に
必
要
な
人
材
の
育
成
及
び
確
保
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資

す
る
小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
推
進
、
適
切
な
支
援
の
た
め
の
支
援
体

制
の
整
備
、
施
策
の
実
施
に
際
し
て
必
要
な
手
続
の
簡
素
化
等
を
定
め
て

お
り
ま
す
。

�

（
略
）�

以
上
が
、
両
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
五
日
）

○
富
田
茂
之
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
案
は
、
中
小
企
業
分
野
に
お
い
て
は

五
十
一
年
ぶ
り
の
基
本
法
案
で
あ
り
、
小
規
模
事
業
者
が
、
人
口
減
少
や

海
外
と
の
競
争
の
激
化
、
地
域
経
済
の
低
迷
等
の
構
造
変
化
に
直
面
す
る

中
、
小
規
模
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施

す
る
た
め
の
新
た
な
施
策
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
基
本
原
則
と
し
て
、
小
規
模
企
業
の
事
業
の
持
続
的
な
発
展

を
位
置
づ
け
る
こ
と
、

第
二
に
、
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
小
規
模

企
業
振
興
基
本
計
画
を
定
め
る
こ
と
、

第
三
に
、
基
本
的
施
策
と
し
て
、
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
事
業
展
開
の

促
進
、
人
材
の
育
成
及
び
確
保
、
小
規
模
事
業
者
の
支
援
の
た
め
の
体
制

の
整
備
等
を
定
め
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
五
月
二
十
日
本

会
議
に
お
い
て
趣
旨
の
説
明
及
び
質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、
同
日
両
案
は
本

委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
翌
二
十
一
日
に
茂
木
経
済
産
業
大
臣
か

ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
二
十
八
日
に
質
疑
に
入
り
、
同
日

参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
昨
日
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い

で
、
順
次
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
両
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て

可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
四
日
）

小
規
模
企
業
は
、
経
済
を
牽
引
し
、
雇
用
を
確
保
す
る
力
で
あ
り
、
地

域
社
会
の
主
役
と
し
て
地
域
経
済
と
住
民
生
活
に
貢
献
し
、
伝
統
技
能
や

文
化
の
継
承
に
重
要
な
機
能
を
果
た
す
国
家
の
財
産
と
も
い
う
べ
き
存
在
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で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
企
業
の
多
く
は
、
資
金
や
人
材
な
ど

に
制
約
が
あ
る
た
め
、
外
か
ら
の
変
化
に
弱
く
、
不
公
平
な
取
引
を
強
い

ら
れ
る
な
ど
数
多
く
の
困
難
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
日
本
経
済
の
再
生
を
果

た
す
た
め
に
は
、
成
長
力
の
基
盤
で
あ
る
小
規
模
企
業
の
健
全
な
発
展
を

促
し
、
小
規
模
企
業
が
そ
の
個
性
や
可
能
性
を
存
分
に
発
揮
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
ひ
い
て
は
我
が
国
の
産
業
競
争
力
の
向
上

を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
政
府
は
、

本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で

あ
る
。

一　

全
国
の
小
規
模
企
業
に
支
援
施
策
を
確
実
か
つ
効
率
的
に
届
け
ら
れ

る
よ
う
、
事
業
者
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
施
策

体
系
を
整
理
・
統
合
し
、
施
策
の
積
極
的
な
周
知
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。
特
に
、
小
規
模
企
業
に
蓄
積
さ
れ
た
有
益
な
経
営
資
源
の
継
承
及

び
産
業
の
新
陳
代
謝
を
促
進
す
る
た
め
、
創
業
・
事
業
承
継
・
廃
業
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
種
々
の
施
策
の
再
評
価
を
行
っ

た
上
で
、
相
互
の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
段
階
ご
と
の
き
め
細
か
な
支
援

策
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
相
談
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。
そ
の
際
、
廃

業
に
つ
い
て
は
、
経
営
者
が
廃
業
を
決
断
す
る
に
当
た
っ
て
過
度
な
経

済
的
・
精
神
的
負
担
を
負
う
こ
と
な
く
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
事
業
を

終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

二　

小
規
模
企
業
振
興
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
の
一
層
の
連

携
の
も
と
、
小
規
模
事
業
者
の
意
見
を
十
分
反
映
し
た
上
で
策
定
を
行

い
、そ
の
実
効
性
を
中
長
期
的
に
担
保
す
る
た
め
に
、政
府
一
体
と
な
っ

て
必
要
な
予
算
・
税
制
等
の
措
置
の
拡
充
に
努
め
る
と
と
も
に
、
適
時

適
切
に
施
策
の
評
価
及
び
見
直
し
を
行
う
な
ど
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

を
確
立
す
る
こ
と
。

三　

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
が
小
規
模
事
業
者
の
支
援
ニ
ー
ズ
に
的
確

か
つ
十
分
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
指
導
員
等
の
資
質
向
上
及
び
有

為
な
人
材
の
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所

と
そ
の
他
の
小
規
模
事
業
者
支
援
機
関
と
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
に

よ
り
、
小
規
模
事
業
者
の
有
す
る
課
題
解
決
に
対
し
実
効
性
の
高
い
も

の
に
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四　

地
域
経
済
の
活
性
化
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
に
資
す
る
た

め
、
主
に
小
規
模
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
地
域
問
題
解
決

型
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
も
、
起
業
や
事
業
の
維
持
発
展
に
関
す
る
支
援

の
対
象
に
含
め
る
こ
と
。

五　

法
人
事
業
所
及
び
常
時
従
業
員
五
人
以
上
の
個
人
事
業
所
に
義
務
付

け
ら
れ
る
社
会
保
険
料
が
、
小
規
模
企
業
の
経
営
に
負
担
と
な
っ
て
い

る
現
状
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
小
規
模
企
業
の
事
業
の
持
続
的
発
展
を

図
る
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
従
業
員
の
生
活
の
安
定
も
勘
案
し
つ
つ
、
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小
規
模
企
業
の
負
担
の
軽
減
の
た
め
に
よ
り
効
果
的
な
支
援
策
の
実
現

を
図
る
こ
と
。

三
、参
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
二
〇
日
）

○
大
久
保
勉
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
案
は
、
中
小
企
業
基
本
法
の
基
本
理

念
に
の
っ
と
り
、
小
規
模
企
業
の
振
興
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
原
則
、
基

本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
規
模
企
業
の
振

興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
経
済

の
健
全
な
発
展
及
び
国
民
生
活
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

�

（
略
）�

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
参
考

人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
案
の
意

義
と
期
待
さ
れ
る
効
果
、
小
規
模
企
業
振
興
基
本
計
画
の
策
定
に
よ
り
、

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
確
立
す
る
必
要
性
、
小
規
模
事
業
者
向
け
施
策
に

お
け
る
国
、
地
方
自
治
体
、
支
援
機
関
の
連
携
の
在
り
方
、
経
営
指
導
員

の
資
質
向
上
及
び
有
為
な
人
材
確
保
を
支
援
す
る
必
要
性
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま

す
。質

疑
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
一
九
日
）

小
規
模
企
業
は
、
経
済
を
牽
引
し
、
雇
用
を
確
保
す
る
力
で
あ
り
、
地

域
社
会
の
主
役
と
し
て
地
域
経
済
と
住
民
生
活
に
貢
献
し
、
伝
統
技
能
や

文
化
の
継
承
に
重
要
な
機
能
を
果
た
す
国
家
の
財
産
と
も
い
う
べ
き
存
在

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
企
業
の
多
く
は
、
資
金
や
人
材
な
ど

に
制
約
が
あ
る
た
め
、
外
か
ら
の
変
化
に
弱
く
、
不
公
平
な
取
引
を
強
い

ら
れ
る
な
ど
数
多
く
の
困
難
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
日
本
経
済
の
再
生
を
果

た
す
た
め
に
は
、
成
長
力
の
基
盤
で
あ
る
小
規
模
企
業
の
健
全
な
発
展
を

促
し
、
小
規
模
企
業
が
そ
の
個
性
や
可
能
性
を
存
分
に
発
揮
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
ひ
い
て
は
我
が
国
の
産
業
競
争
力
の
向
上

を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
政
府
は
、

本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で

あ
る
。

一　

小
規
模
企
業
振
興
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
の
一
層
の
連

携
の
も
と
、
小
規
模
事
業
者
の
意
見
を
十
分
反
映
し
た
上
で
策
定
を
行



小
規
模
企
業
振
興
基
本
法

三
四
八

い
、そ
の
実
効
性
を
中
長
期
的
に
担
保
す
る
た
め
に
、政
府
一
体
と
な
っ

て
必
要
な
予
算
・
税
制
等
の
措
置
の
拡
充
に
努
め
る
と
と
も
に
、
適
時

適
切
に
施
策
の
評
価
及
び
見
直
し
を
行
う
な
ど
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

を
確
立
す
る
こ
と
。

二　

全
国
の
小
規
模
企
業
に
支
援
施
策
を
確
実
か
つ
効
率
的
に
届
け
ら
れ

る
よ
う
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
中
小
企
業
に
関
す
る
団
体
等
が
緊
密

な
政
策
的
連
携
及
び
適
切
な
役
割
分
担
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
者
に

と
っ
て
分
か
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
施
策
体
系
を
整
理
・
統
合

し
、
施
策
の
積
極
的
な
周
知
に
努
め
る
こ
と
。

三　

小
規
模
企
業
に
蓄
積
さ
れ
た
有
益
な
経
営
資
源
の
継
承
及
び
産
業
の

新
陳
代
謝
を
促
進
す
る
た
め
、
創
業
・
事
業
承
継
・
廃
業
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
各
種
施
策
の
再
評
価
を
行
っ
た
上
で
、
相
互

の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
段
階
ご
と
の
き
め
細
か
な
支
援
策
を
拡
充
す
る

と
と
も
に
、
事
業
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
相
談
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。
そ
の
際
、
廃
業
に
つ
い
て
は
、

経
営
者
が
廃
業
を
決
断
す
る
に
当
た
っ
て
過
度
な
経
済
的
・
精
神
的
負

担
を
負
う
こ
と
な
く
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
事
業
を
終
了
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

四　

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
が
小
規
模
事
業
者
の
支
援
ニ
ー
ズ
に
的
確

か
つ
十
分
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
指
導
員
等
の
資
質
向
上
及
び
有

為
な
人
材
の
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
と
し

て
、
関
係
省
庁
や
支
援
機
関
な
ど
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
地
方
公
共
団

体
に
対
し
、
小
規
模
事
業
者
の
振
興
と
地
域
活
性
化
は
表
裏
一
体
で
あ

る
と
い
う
本
基
本
法
案
の
趣
旨
を
丁
寧
に
説
明
し
、
十
分
な
支
援
人
材

の
体
制
が
確
保
さ
れ
、
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
都
道
府
県
に
よ
る
商
工
会
、
商
工
会
議
所
向
け
予
算
に
係
る
地
方

交
付
税
を
始
め
と
す
る
国
の
支
援
の
充
実
に
向
け
て
、
適
切
に
対
応
す

る
こ
と
。
さ
ら
に
、
新
た
に
創
設
さ
れ
る
経
営
発
達
支
援
計
画
の
積
極

的
か
つ
効
果
的
な
活
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
小
規
模
事
業
者
が
抱
え

る
課
題
の
解
決
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五　

法
人
事
業
所
及
び
常
時
従
業
員
五
人
以
上
の
個
人
事
業
所
に
義
務
付

け
ら
れ
る
社
会
保
険
料
が
、
小
規
模
企
業
の
経
営
に
負
担
と
な
っ
て
い

る
現
状
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
小
規
模
企
業
の
事
業
の
持
続
的
発
展
を

図
る
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
従
業
員
の
生
活
の
安
定
も
勘
案
し
つ
つ
、

小
規
模
企
業
の
負
担
の
軽
減
の
た
め
に
よ
り
効
果
的
な
支
援
策
の
実
現

を
図
る
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。


